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保険料

調整保険料

　保険料は毎月、標準報酬月額に保険料率（1000分の
30〜1000分の130）を乗じて計算されます。保険料率
は、各健康保険組合の財政状況によって、それぞれ異な
ります。
　当組合の調整保険料を含めた保険料率は1000分の
82で、そのうち被保険者が1000分の41を、事業主が
1000分の41をそれぞれ負担しています。

　保険料は病気などで会社を休んで給料が支給されな
いとき（傷病手当金が支給されます。）も、被保険者資
格がある間は負担しなければなりません。ただし、育
児・介護休業法による育児休業期間中および産前産後の
休業期間中は、健康保険組合に申し出ることにより、被
保険者負担分・事業主負担分が免除されます（育児休業
日数等の要件があります）。

　全国の健康保険組合が共同で、高額な医療費の共同負
担事業と財政の苦しい健康保険組合への助成事業および
納付金等の過大な負担を緩和する事業を行っています。

　各健康保険組合は、この共同事業の財源として保険料
を拠出しています。これを調整保険料といいます。当組
合の令和6年度の調整保険料率は1000分の1.30です。

　健康保険の保険料は「基本保険料」と「特定保険料」に分けられています。特定保険料とは、後期高齢者支援金
や前期高齢者納付金など、高齢者等の医療を支えるために健康保険組合が支払う費用にあてる保険料のことで、
高齢者等にどの程度支援が行われているのかが、わかりやすくなっています。（巻末「保険料月額表」参照）

被保険者と被扶養者の医療給付、保健事業などにあてる保険料

高齢者等の医療を支える費用にあてる保険料特定保険料

被保険者負担

事業主負担

合　　　計
調整保険料率を含む。 40〜64歳の

被保険者が負担。

当組合の保険料月額表は巻末に掲載しています。
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新しい「被保険者証」を受け取ったとき

交付されたら
　事業者に採用されて被保険者になると、被保険者証
（正式には「健康保険被保険者証」といいます。）が交付
されます。これは健康保険の被保険者および被扶養者

であることを示す身分証明書です。
　交付されたら、まず次の2つをお願いします。

▶
▶被保険者証は大切に取り扱いましょう

　氏名、生年月日など、記載事
項に誤りがないか確認してくださ
い。記載事項を勝手に訂正するこ
とはできません。裏面の注意事項
もよく読んでおきましょう。

　被保険者証は、病気やけがをして病院などで治療を受けるときに必要で
すが、当人であることを証明するものとしても使われるように非常に重要
な証書です。紛失しないよう大切に保管しましょう。

　70歳以上の高齢者は、自己負担する医療費の割合や自己負担限度額
が異なります。（P.71参照）
　そのため、70〜74歳の高齢者（後期高齢者医療制度の対象者を除く。）
には、「高齢受給者証」が交付されます。

高齢受給者証

＊75歳（一定の障害がある方は65歳）以上の場合
　後期高齢者医療制度の対象者には、運営主体の広域連合から後期高齢者医療制度独自の保険証が交付されます。

　裏面の住所欄は空白になってい
ます。交付されたら、各自で現住
所を必ず記入してください。なお、
転居等で住所が変わったときもご
自身で書き直してください。

記載事項の確認を 住所欄は各自で記入

被保険者証は大切に

1 2

360円

360円

360円

※令和6年12月2日にマイナンバーカードと保険証が一体化される予定です。
　保険証は廃止されますが、発行済の保険証は廃止後最長1年間有効となる予定です。
　詳細は、P.48〜 49をご覧ください。




